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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【公表番号】特表2011-505988(P2011-505988A)
【公表日】平成23年3月3日(2011.3.3)
【年通号数】公開・登録公報2011-009
【出願番号】特願2010-538164(P2010-538164)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  31/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/167    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  23/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ  31/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ   9/00    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/167   　　　　
   Ａ６１Ｐ  23/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月3日(2012.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エラストマーチューブ、および前記チューブ内に配置された薬物製剤を含み、前記薬物
製剤が薬物を含む、少なくとも１つの薬物リザーバ構成材、並びに、
　弾性ワイヤを含む小嚢留置用フレーム、
を含み、
　前記薬物リザーバ構成材が、膀胱内にデバイスを留置するための比較的拡張した形状と
尿道を通して前記膀胱内に挿入するための比較的低プロファイルの形状との間で弾性変形
可能である前記小嚢留置用フレームに取り付けられている、
薬物を患者の前記膀胱に制御供給するための埋め込み型医療用デバイス。
【請求項２】
　前記薬物リザーバ構成材が、前記小嚢留置用フレームの長さに沿って前記小嚢留置用フ
レームと実質的に平行に延び、前記薬物リザーバ構成材と前記小嚢留置用フレームが両方
とも、前記比較的低いプロファイルと前記比較的拡張した形状との間で変形可能である、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記薬物リザーバ構成材が、前記小嚢留置用フレームと一緒に弾性変形可能である、請
求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記弾性ワイヤが、３Ｎ／ｍ～６０Ｎ／ｍのばね定数を有する、請求項１に記載のデバ
イス。
【請求項５】
　前記弾性ワイヤが、約３．６Ｎ／ｍ～約３．８Ｎ／ｍのばね定数を有する、請求項４に
記載のデバイス。
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【請求項６】
　前記弾性ワイヤが、低弾性率エラストマーを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記低弾性率エラストマーが、シリコーン、ポリウレタン、スチレン系熱可塑性エラス
トマー、又はポリ（グリセロール－セバケート）を含む、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記弾性ワイヤが、生体適合性ニッケル－チタン合金、チタン－モリブデン合金、又は
別の超弾性合金、もしくは形状記憶材料を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記弾性ワイヤが、２つ以上のループの形態に巻かれている非圧縮状態を有する、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記弾性ワイヤの第１の端部と第２の端部が前記２つ以上のループ内で結合している、
請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記薬物リザーバ構成材が、前記薬物を制御された速度で供給するように生体内で作動
可能である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記エラストマーチューブが、透水性シリコーン又は他の透水性材料で形成されている
、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記エラストマーチューブが、浸透、拡散、又はこれらの組み合わせにより前記薬物の
放出を制御する、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記エラストマーチューブが、浸透により前記薬物の放出を制御する、請求項１１に記
載のデバイス。
【請求項１５】
　前記エラストマーチューブが、前記薬物を制御された速度で供給するために、１つ以上
の孔を含む、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記１つ以上の孔がそれぞれ円形であり、約２５μｍ～約５００μｍの直径を有する、
請求項１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記エラストマーチューブが、内径約０．３ｍｍ～約２ｍｍ、外径約０．６ｍｍ～約３
ｍｍの円筒状である、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記薬物が、前記エラストマーチューブの中心チャンネル内に配置された薬物製剤コア
中にある、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記薬物製剤が、固体又は半固体の形態である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記エラストマーチューブが、生体吸収性マトリックス材料と前記薬物との複合材料を
含む、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記薬物が、局所麻酔薬、ヘパリン、ヒアルロン酸ナトリウム、グリコサミノグリカン
、ジメチルスルホキシド、オキシブチニン、マイトマイシンＣ、フラボキサート、ペント
サンポリ硫酸ナトリウム、又はこれらの組み合わせを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記薬物が、アミノアミドの塩又はアミノエステルの塩である局所麻酔薬を含む、請求
項１に記載のデバイス。
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【請求項２３】
　前記薬物が、リドカイン、プリロカイン、メピバカイン、ロピバカイン、ベンゾカイン
、プロカイン、プロパラカイン、テトラカイン、ブピバカイン、又はこれらの組み合わせ
を含む、請求項２２に記載のデバイス。
【請求項２４】
　生体内吸収性である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記薬物リザーバ部分が、
　前記小嚢留置用フレームの中間部の第１の位置に取り付けられている第１の端部、およ
び、
　前記小嚢留置用フレームの中間部の第２の位置に取り付けられている第２の端部、
を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記薬物リザーバ部分が、前記第１の端部と前記第２の端部の間の中心部分を含み、前
記中心部分が前記小嚢留置用フレームに取り付けられていない、請求項１に記載のデバイ
ス。
【請求項２７】
　前記薬物リザーバ部分が、少なくとも前記中間部に沿って前記小嚢留置用フレームと実
質的に整列されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記デバイスが、少なくとも前記中間部に沿って前記小嚢留置用フレームと実質的に整
列された、少なくとも２つの薬物リザーバ部分を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記エラストマーチューブが、第１の端部および反対側の第２の端部を有する細長く透
水性のシリコーンチューブであり、
　前記薬物製剤が、前記チューブ内の固体又は半固体薬物製剤コアであり、
　前記弾性ワイヤが低弾性率エラストマー又は超弾性合金を含む、
請求項１に記載の埋め込み型医療用デバイス。
【請求項３０】
　前記弾性ワイヤが、カテーテルまたは膀胱鏡のルーメンを通過できない２つ以上のルー
プに巻かれている高プロファイルの形態と、前記デバイスが前記カテーテルまたは膀胱鏡
のルーメンを通過できる低プロファイルの形態とを有する、請求項２９に記載のデバイス
。
【請求項３１】
　前記弾性ワイヤが、３Ｎ／ｍ～６０Ｎ／ｍのばね定数を有する、請求項２９に記載のデ
バイス。
【請求項３２】
　前記エラストマーチューブが、生体内で前記薬物を浸透圧で制御された速度で放出でき
る孔を有する、請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記弾性ワイヤが、約３．６Ｎ／ｍ～約３．８Ｎ／ｍのばね定数を有する、請求項３２
に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記低弾性率エラストマーが、シリコーン、ポリウレタン、スチレン系熱可塑性エラス
トマー、又はポリ（グリセロール－セバケート）を含む、請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３５】
　前記薬物が、局所麻酔薬を含む、請求項２９に記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記エラストマーチューブが、外側浸透表面、前記浸透表面を貫通して形成されたオリ
フィス、および、前記浸透表面の透過性を低下させるために前記浸透表面の少なくとも一
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部を被覆するコーティング又はシースを有する、請求項２９に記載のデバイス。
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